
神
奈
川
奉
行
水
野
若
狭
守
良
之
、

同
奉
行
並
依
田
伊
勢
守
盛
克
ら
と
会
見
、

事
務
引
き
継
ぎ
に

入
っ

た
。

す
で

に
、

江
戸
も
開
城
と
な
っ

て
い

た
。

神
奈
川
奉
行
側
の

引
き
渡
し
方
針
は
早
く
か
ら
外
国
側
を
通
じ
て

大
坂
の

外
国
事
務
局
に

伝
え
ら
れ
て

あ
っ

た
し
、

奉
行
自
身
も
東
征
軍
と
接
触
し
て
い

た
。

東
久
世
総
督
到
着
前
に

は
、

副
総
督
の

鍋
島
一

行
が
到
着
し
て
い

た
。

神
奈
川
奉
行
側
の

事

務
引
き
継
ぎ
の

準
備
体
制
は
十
分
整
っ

て
い

た
も
の

と
み
て
よ
い

で

あ
ろ
う
。

東
久
世
は
最
初
の

会
談
の

席
で

神
奈
川
奉
行
役
所
の

事
務
機
能
の

存

続
の

た
め
、

支
配
向
の

人
び
と
、

す
な
わ
ち
事
務
職
員
の

残
留
を
求
め
、

奉
行
二
名
の

み
江
戸
に

帰
っ

て

総
督
宮
の

指
揮
を
う
け
る
よ
う
申
し
渡
し

た
。

当
時
奉
行
所
に

「
同
心
仮
抱
」
と
し
て

奉
職
人
の

末
に

名
を
連
ね
て
い

た
太
田
久
好
の

『
横
浜
沿
革
誌
』（
明
治
二
十
五
年
）
に

よ
る
と
、

こ

の

日
、

調
役
以
下
は
従
前
の

通
り
勤
仕
す
べ

く
伝
達
さ
れ
、

翌
十
九
日
、

そ
れ
よ
り
上
級
の

組
頭
以
下
も
引
き
続
き
勤
仕
す
べ

く
さ
ら
に

伝
達
さ
れ
た

と
あ
り
、

そ
の

わ
け
は
「
調
役
某
、

判
事
ニ

面
会
シ
、

組
頭
ノ

事
務
ニ

老
練
ナ
ル

者
ヲ

勤
続
セ

シ

ム

ル

ノ

得
策
ナ
ル

ヲ

縷
述
セ

シ
ニ

ヨ

リ
テ
ナ
リ
」

と
あ
る
。

神
奈
川
裁
判
所
の

開
設

十
九
日
、

東
久
世
は
フ

ラ
ン

ス

公
使
館
に

お
い

て
、

イ
ギ
リ
ス
・

ア
メ

リ
カ
・

イ
タ
リ
ヤ
・

プ
ロ

シ

ャ
・

フ

ラ
ン

ス
・

オ
ラ
ン

ダ
の

六
か

国
の

外
交
代
表
に

会
見
し
、

こ

れ
ま
で

横
浜
の

警
備
に

あ
た
っ

て

き
た
外
国
兵
に

代
っ

て

総
督
側
の

兵
が
交
代
す
る
こ

と
を
取
り
決
め
た
。

そ
し
て

翌
二
十
日
に

は
、

戸
部
・

横
浜
両
役
所
、

東
西
運
上
所
、

国
産
改
所
、

陣
営
、

武
庫
、

官
舎
、

監
獄

な
ど
の

建
物
及
び
関
係
書
類
の

す
べ

て
の

引
き
継
ぎ
が
完
了
し
た
。

こ

こ

で

は
じ
め
て

新
政
府
の

横
浜
支
配
が
始
ま
っ

た
わ
け
で
、

そ
の

機
関
と
し

て

発
足
し
た
の

が
神
奈
川
裁
判
所
で

あ
る
。

『
横
浜
沿
革
誌
』
は
、

「
茲
ニ

始
メ

テ
神
奈
川
裁
判
所
ヲ

置
ク

」
と
記
し
、

従
前
戸
部
役
所
を
戸
部
裁
判

所
と
改
称
し
、

旧
運
上
所
改
め
横
浜
役
所
を
横
浜
裁
判
所
と
し
た
、

と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

新
神
奈
川
裁
判
所
は
旧
来
ど
お
り
民
政
、

渉
外
事
務
の

二
本
だ
て

で

あ
る
。

機
構
は
前
述
し
た
よ
う
に

総
督
以
下
の

幹
部
は
新
政
府
の

外
交
官
僚
を
任
命
し
て

統
括
し
、

そ
れ
以
下
は
旧
奉
行
所
の

ま
ま
で

あ
る
。

開
設
当
初
の

職
制
は
、

権
参
与
、

同
判
事
、

御
用
掛
（
以
上
新
政
府
官
僚
）、

同
助
勤
、

組
頭
、

同
勤
方
、

調
役
、

同
並
、

同
格
、

書
物
方
、

同
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見
習
、

定
役
元
締
、

同
助
、

定
役
、

そ
の

他
同
心
肝
煎
、

同
心
（
六
十
五
名
）、
そ
れ
に

翻
訳
方
、

銃
隊
教
師
、

警
衛
隊
（
百
六
十
名

）、
下
番
（
三
百

二
十
名
）
と
い

う
も
の

で
、

こ

れ
が
同
年
十
一

月
の

新
職
で

更
新
さ
れ
た
（『
横
浜
沿
革
誌
』、
『
横
浜
市
史
』
三
の

上

）。
『
横
浜
沿
革
誌
』
に

掲
げ
た
宮

本
小
一

郎
の

話
に

も
あ
る
よ
う
に
、

同
じ
幕
府
の

開
港
場
で

も
長
崎
、

神
戸
と
比
べ
、

横
浜
で

は
諸
事
整
頓
の

う
ち
に
、

き
わ
め
て

平
和
的
に

新
旧

支
配
権
の

交
代
が
行
わ
れ
た
。

「
裁
判
所
」
と
は
、

現
行
の

司
法
機
関
と
は
全
く
別
な
、

お
も
に

旧
幕
府
直
轄
地
を
没
収
し

て

そ
の

要
地
に

置
い

た

維
新
政
府
の

地
方
統
治
機
関
の

名
称
で
、

横
浜
の

ほ
か
、

大
坂
・

兵

庫
・

長
崎
・

京
都
・

大
津
・

箱
館
・

笠
松
・

新
潟
・

府
中
（
但
馬
）・
佐
渡
・

三
河
な
ど
の

各
地

の

遠
国
奉
行
や
代
官
に
と
っ

て

代
っ

た
支
配
権
力
で

あ
る
。

横
浜
に

裁
判
所
を
置
い

た
こ

と
は
、

兵
庫
や
長
崎
と
同
じ
く
開
港
場
を

掌
握
支
配
す
る

と

い

う
こ

と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

開
港
場
は
外
国
貿
易
の

地
で

あ
り
、

外
国
人
の

居
留
地
で

も
あ

る
の

で

貿
易
の

管
理
と
と
も
に

治
安
維
持
を
重
要
任
務
と
し
た
こ

と
は
自
然
で

あ
っ

た
。

な
お

こ

の

裁
判
所
の

名
称
は
神
奈
川
県
と
な
っ

て
か
ら
も
、

し
ば
ら
く
は
県
庁
の

触
書
に

は
「
神
奈

川
県
裁
判
所
」
と
あ
っ

て
、

裁
判
所
は
県
庁
の

意
味
に

用
い

ら
れ
た
。

四
月
二

十
日
に

は
、

神
奈
川
裁
判
所
正
副
総
督
の

名
を
も
っ

て

各
国
公
使
に

対
し
て
、

こ

れ

ま
で

各
国
領
事
よ
り
神
奈
川
奉
行
へ

交
渉
し
て

き
た
事
項
は
、

今
後
神
奈
川
裁
判
所
判
事
へ

交

渉
す
る
よ
う
通
知
し
た
。

そ
の

通
知
文
は
つ

ぎ
の

よ
う
に

綴
ら
れ
て
い

る
。

以
手
紙
致
啓
上
候
、

是
迄
貴
国
コ

ン

シ
ュ

ル

よ
り
神
奈
川
奉
行
へ

引
合
来
候
事
件
、

已
来
は
徴
士
参
与

神奈川裁判所景況　『神奈川の写真誌』から
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神
奈
川
栽
判
所
判
事
寺
島
陶
蔵
、

井
関
斉
衛
門
え
引
合
候
様
御
達
可
被
成
候
、

此
段
得
貴
意
候
、

以
上

四
月
二

十
日

肥

前

侍

従

東

久

世

中

将

（
英
仏
米
伊
蘭
孛

各
国
公
使
姓
名
閣
下

）

一

方
、

事
務
を
引
き
渡
し
て

横
浜
を
引
き
揚
げ
る
旧
神
奈
川
奉
行
側
も
、

同
日
つ

ぎ
の

よ
う
な
通
知
を
送
っ

た
。

以
書
状
致
啓
上
候
、

然
者
我
大
君
国
政
を
皇
帝
陛
下
へ

奉
還
候
に

付
、

当
地
之
儀
新
政
府
之
総
裁
へ

引
渡
候
様
下
命
阿
り
し
か
は
、

今
般
夫
〻

引
渡
相
済
拙
者
共
儀

者
、

江
戸
へ

相
帰
り
申
候
、

右
之
趣
貴
公
使
へ

御
通
達
有
之
候
様
存
候
、

此
段
得
御
意
置
候
、

以
上

慶
応
四
年
戊
辰
四
月
廿
日

依
田
伊
勢
守
　
花
押

水
野
若
狭
守
　
花
押

あ
て

名
は
ア
メ

リ
カ

公
使
館
書
記
官
ポ
ー
ト
マ

ン
、

イ
ギ
リ
ス

書
記
官
サ

ト
ウ
の

ほ
か
、

フ

ラ
ン

ス
・

プ
ロ

シ

ヤ
・

オ
ラ
ン

ダ
・

イ
タ
リ
ー
・

ベ

ル

ギ
ー
・

ポ
ル

ト
ガ
ル

の

書
記
官
・

領
事
に

な
っ

て
い

る
。

さ
ら
に

四
月
二

十
二
日
に

は
、

寺
島
・

井
関
両
名
の

名
を
も
っ

て
、

こ

れ
ま
で

横
浜
役
所
・

戸
部
役
所
と
よ
ん
で

き
た
が
両
所
と
も
神
奈
川
裁
判

所
と
改
称
し
た
こ

と
を
十
か

国
の

各
領
事
あ
て

に

通
知
し
て
い

る
。

以
上
は
、

新
旧
管
理
者
の

列
国
に

対
す
る
あ
い

さ
つ

と
い

っ

て
よ
い

だ
ろ
う
。

神
奈
川

奉
行
水

野
・

依
田
の
退
去

二
十
一

日
、

横
須
賀
製
鉄
所
新
藤
鉊
蔵
が
裁
判
所
に

来
て

同
所
の

引
き
渡
し
に
つ

い

て

会
談
し
た
。

一

方
、

神
奈
川
奉
行
の

水
野
・

依
田
両
人
は
、

こ

の

日
江
戸
表
へ

出
立
す
る
こ

と
に

な
っ

た
が
、

彼
ら
の

事
務
引
き
継
ぎ
が
儀
礼
正
し
く
行
き
と
ど

い

て
い

た
こ

と
が
総
督
当
局
に

感
銘
を
与
え
た
模
様
で
、

慰
労
と
し
て

特
に
三
百
両
ず
つ

を
下
賜
し
た
。

『
横
浜
沿
革
誌
』
の

記
す
と
こ

ろ
に

よ
れ
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ば
、

水
野
と
依
田
は
組
頭
勤
方
宮
本
小
一

郎
、

御
勘
定
格
通
弁
御
用
頭
取
石
橋
助
十
郎
を
同
伴
し
て
、

汽
船
で

江
戸
に

帰
っ

た
と
い

う
。

そ
し
て

水

野
と
依
田
に

は
、

そ
れ
ぞ
れ
四
月
二

十
二
日
付
の

免
神
奈
川
奉
行
・

免
神
奈
川
奉
行
並
の

記
録
が
あ
る
。

神
奈
川
府

と
改
称

新
政
府
の

地
方
政
治
は
、

ま
ず
旧
幕
府
勢
力
の

掃
蕩
の

た
め
軍
政
的
に

行
わ
れ
た
こ

と
は
す
で
に

述
べ

た
が
、

江
戸
占
領
が
一

段
落

つ

い

た
、

同
四
月
二

十
一

日
、

「
政
体
書
」
を
制
定
し
て

ア
メ

リ
カ
風
の

三
権
分
立
制
を
模
し
た

中
央
集
権
制
の

組
織
を
定
め
、

地

方
政
治
は
い

わ
ゆ
る
府
藩
県
三
治
の

統
一

的
体
制
と
し
た
。

こ

れ
に

よ
っ

て

従
前
の

裁
判
所
を
順
次
府
ま
た
は
県
に

改
め
、

同
月
二

十
四
日
、

ま
ず

京
都
、

箱
館
の

裁
判
所
を
京
都
府
、

箱
館
府
と
し
、

つ

い

で

大
阪
、

江
戸
、

越
後
、

度
会
、

神
奈
川
、

奈
良
、

新
潟
等
に

府
を
お
い

た
。

県
で

は
同

四
月
二

十
五
日
、

大
津
、

笠
松
裁
判
所
を
そ

れ
ぞ
れ

大
津
県
、

笠
松
県
と
し
た
。

府
県
と
も
に

地
方
行
政
区
で

あ
る
が
、

府
を
上
位
、

県
を
下
位

と
し
た
。

六
月
十
七
日
、

神
奈
川
裁
判
所
を
神
奈
川
府
に

改
め
た
「
政
体
書
」
は
府
、

県
に
つ

い

て

職
制
を
定
め
て
、

知
府
事
、

判
府
事
、

知
県
事
、

判
県

事
を
お
く
こ

と
と
な
っ

て
い

る
の
で
、

裁
判
所
総
督
の

東
久
世
通
禧
が
府
知
事

と
な
り
、

同
在
勤
の

寺
島
宗
則
と
井
関
盛
艮
と
が
判
事
と
な
っ

た
。

な
お
鍋
島

副
総
督
は
外
国
官
副
知
事
に

転
じ
、

神
奈
川
府
は
兼
任
と
な
っ

た
。

裁
判
所
か
ら
府
と
改
ま
っ

た
が
、

そ
の

機
構
は
ま
ず
変
り
は

な
か
っ

た
ろ

う
。

「
政
体
書
」
に

そ
の

規
定
が
あ
る
が
こ

れ
は
形
式
に

す
ぎ
ず
、

実
際
に

は

従
前
と
変
り
な
か
っ

た
、

府
と
な
っ

た
が
、

官
庁
は
神
奈
川
府
裁
判
所
と
称
し

た
。

七
月
二
日
、

戸
部
裁
判
所
が
横
浜
裁
判
所
内
に

新
築
移
転
し
、

前
者
を
内
政

神奈川府印影
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局
と
し
、

後
者
を
外
政
局
と
し
て
二

部
局
組
織
と

し

た
。

『
横
浜
沿
革
誌
』
に

は
六
月
の

項
に

「
横
浜
裁
判
所
内
西
洋
館
ノ

南
方
へ

新
ニ

日
本
館
ラ
建
築
シ
、

戸
部
裁
判
所
ヲ

合
併

シ

内
政
局
及
外
政
局
ト
称
ス

」
と
あ
る
の

は
こ

の
こ

と
で
、

こ

の

合
併
に
よ
っ

て
、

幕
末

以
来
二
か
所
別
々

に

あ
っ

た
庁
舎
が
一

本
化
さ
れ
て

そ
れ
が
今
日
に
至
っ

て
い

る
の
で

あ

る
。

横
須
賀
製
鉄

所
の
管
理

四
月
二

十
日
、

東
久
世
総
督
は
神
奈
川
奉
行
か
ら
事
務
引
き
継
ぎ
で

奉

行
所
を
接
収
し
た
の

と
同
時
に
、

旧
幕
府
直
轄
の

横
須
賀
製
鉄
所
の

管

理
に

当
た
る
こ

と
に

な
っ

た
（『
復
古
記
』
四
月
二

十
日
条
）。

横
須
賀
製
鉄
所
は
、

横
浜
製
鉄
所
と
と
も
に
、

幕
府
が
フ

ラ
ン

ス

と
結
ん
だ
取
り
決
め

に

基
づ
い

て
、

予
算
総
額
二
百
六
十
万
ド
ル
、

期
限
四
年
の

計
画
で

建
設
さ
れ
て

き
た
も

の

で
、

造
船
と
艦
船
修
理
を
目
的
と
す
る
「
造
船
所
」
で

あ
る
。

大
規
模
造
船
所
建
設
予
定
地
に

横
須
賀
の

地
が
選
ば
れ
た
の

は
、

同
地
が
地
形
上
フ

ラ

ン

ス

の
ツ

ー
ロ

ン

港
に

似
て
、

湾
奥
深
く
位
置
し
、

水
深
も
十
分
で
、

江
戸
湾
内
随
一

の

適
地
と
認
め
ら
れ
た
た
め
で

あ
る
。

工
場
・

港
湾
設
備
の

建
設
の

た
め
に

は
、

製
鉄
所
の

首
長
に

ウ
ェ

ル
ニ

ー
（
ベ

ル

ニ

ー
、

V
e
r
n
y
, 

F
ra

n
c
g
is 

L
é
o
n
c
e

）
が
就
任
し
て

総
指
揮
を
と

り
、

多
数
の
フ

ラ
ン

ス

人
技
術
者
、

日
本
人
労
務
者
が

従
事
し
、

日
本
側
当
局
者
と
し
て
、

製
鉄
所
奉
行
一

色
攝
津
守
以
下
約
四
十
数
名
の

幕
吏
が
配
属
さ
れ
て
い

た
（
資
料
編
15

近
代
・

現
代
⑸
渉
外
「
横
須

賀
製
鉄
所
一

件
」）。

ツーロン港景況
「絵入ロンドンニース」から　 神奈川県立博物館蔵
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横
浜
製
鉄
所
は
機
構
上
横
須
賀
製
鉄
所
に

付
属
し
、

フ

ラ
ン

ス

人
技
師
の

若
干
名
が
「
横
須
賀
」
か
ら
派
遣
さ
れ
る
形
と
な
っ

て
い

た
。

横
浜
製

鉄
所
が
設
置
さ
れ
た
の

は
、

横
須
賀
に

お
け
る
工
事
が
、

工
場
用
地
造
成
の

た
め
、

ま
ず
湾
岸
の
一

部
埋
立
の

大
土
木
工
事
か
ら
開
始
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、

こ

の

た
め
に

横
浜
が
取
り
あ
え
ず
艦
船
修
理
の

需
要
に

応
じ
、

同
時
に
、

横
須
賀
用
に

必
要
な
器
具
の

準
備
、

機
械
組
立
な
ど
を
お
こ

な

う
役
割
を
果
た
す
た
め
で

あ
っ

た
。

旧
幕
府
は
一

月
に

東
征
軍
の

進
発
を
み
る
と
、

は
じ
め
は
六
浦
藩
主
米
倉
昌
言
に
、

つ

づ
い

て

佐
貫
藩
主
阿
部
正
身
に

製
鉄
所
の

警
備
を
命
じ
た

が
、

し
か
し
、

こ

れ
が
実
施
さ
れ
た
形
跡
は
疑
わ
し
く
、

ま
た
製
鉄
所
に

は
製
鉄
所
奉
行
一

色
直
温
以
下
四
十
五
名
が
配
属
さ
れ
て

は
い

た
が
、

全

員
が
現
地
に

勤
務
し
て
い

た
と
し
て

も
広
大
な
構
内
を
警
備
す
る
に
は
も
と
よ
り
微
々

た
る
兵
力
に

す
ぎ
な
か
っ

た
。

そ
し
て

東
征
軍
が
箱
根
を
越

え
る
と
、

三
月
六
日
、

旧
幕
府
は
フ

ラ
ン

ス

公
使
ロ

ッ

シ
ュ

と
ウ
ェ

ル

ニ

ー
に

対
し
て

書
簡
を
送
り
、

製
鉄
所
工

事
の
一

時
休
業
と
フ

ラ
ン

ス

人
技

術
者
の

横
浜
引
揚
げ
を
勧
告
し
た
。

当
時
ロ

ッ

シ
ュ

は
大
坂
方
面
に

出
張
中
で
不
在
で

あ
っ

た
が
、

ウ
ェ

ル

ニ

ー
は
工
事
の

続
行
を
主
張
し
、

日
本

人
職
工
は
一

時
半
減
し
て

情
勢
の

推
移
を
み
る
と
す
る
も
、

フ

ラ
ン

ス

人
全
員
は
現
地
に

留
ま
り
、

万
一

に

備
え
て
、

横
須
賀
湾
に

軍
艦
を
繫
留
し

て
フ

ラ
ン

ス

人
の

保
護
に

あ
た
る
と
い

う
趣
旨
の

回
答
を
お
こ

な
っ

た
。

三
月
九
日
は
神
奈
川
奉
行
が
パ

ー

ク
ス

を
訪
ね
、

新
政
府
の

責
任
あ
る
者
に

奉
行
役
所
を
引
き
渡
す
考
え
で

あ
る
こ

と
を
語
り
、

ロ

ッ

シ
ュ

も
横

浜
に

も
ど
っ

た
日
で

あ
る
が
、

ま
た
こ

の

日
、

旧
幕
府
は
ソ
シ

エ

テ
・

ゼ

ネ
ラ
ル

会
社
と
仏
国
郵
船
会
社
に

対
す
る
五
十
万
ド
ル

の

支
払
い

に

窮

し
、

横
須
賀
、

横
浜
両
製
鉄
所
を
抵
当
に

入
れ
、

一

八
五
八
年
三
月
一

日
（
慶
応
四
年
二

月
八
日

）
よ
り
七
か
月
間
で

元
利
を
皆
済
す
る
と
す
る
約
定

を
両
社
と
結
ん
で
い

る
。

そ
れ
か
ら
一

か
月
余
の

後
の

四
月
二

十
一

日
、

製
鉄
所
奉
行
並
新
藤
鉊
蔵
が
神
奈
川
裁
判
所
総
督
東
久
世
通
禧
を
訪
ね
、

製
鉄
所
引
渡
し
に

関
す

る
事
務
連
絡
を
お
こ

な
っ

て
い

る
が
、

こ

の

日
は
あ
た
か
も
旧
神
奈
川
奉
行
等
が
す
べ

て
の

引
継
ぎ
を
無
事
終
え
て

江
戸
へ

引
き
揚
げ
る
当
日
で

あ
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っ

た
。

お
そ
ら
く
製
鉄
所
当
局
は
引
き
渡
し
の

手
順
に
つ

い

て

神
奈
川
奉
行
と
連
絡
協
議
を
お
こ

な
っ

て
い

た
も
の
で

あ
ろ
う
。

同
月
二

十
四
日
、

ロ

ッ

シ
ュ

の

要
請
に

よ
り
、

東
久
世
総
督
は
鍋
島
副
総
督
を
伴
っ

て
ロ

ッ

シ
ュ

と
晩
餐
を
共
に

し
、

製
鉄
所
と
雇
い

フ

ラ
ン

ス

人
技
師
た
ち
の

今
後
に
つ

い

て

会
談
し
て
い

る
。

恐
ら
く
そ
の

席
で
ロ

ッ

シ
ュ

は
製
鉄
所
工
事
の

再
開
を
主
張
し
た
こ

と
で

あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
お

よ
そ
一

週
間
後
の

閏
四
月
一

日
、

東
久
世
・

鍋
島
の

正
副
総
督
及
び
寺
島
・

井
関
両
判
事
一

行
は
フ

ラ
ン

ス

汽
船
に

乗
っ

て
、

は
じ
め
て

横
須
賀
製

鉄
所
を
訪
れ
た
。

当
時
、

製
鉄
所
は
工
場
用
地
の

た
め
の

埋
立
工
事
は
ほ
ぼ
完
了
し
て
お
り
、

小
海
湾
三
万
三
千
八
百
坪
を
は
じ
め
、

内
浦
湾
約
一

万
四
百
六
十
坪
、

白
仙
湾
約
六
千
六
百
九
十
坪
、

三
賀
保
浦
湾
約
七
千
八
百
坪
の

ほ
か
、

逸
見
村
沿
岸
約
三
万
坪
そ
の

他
が
新
埋
立
地
と
し
て

誕

生
、

の

ち
の

海
軍
工
廠
構
内
敷
地
の

原
型
が
で

き
あ
が
っ

て
い

た
と
い

っ

て

よ
い
。

ま
た
、

そ
こ

に

は
製
鉄
所
首
長
ウ
ェ

ル
ニ

ー
以
下
の

フ

ラ
ン

ス

人
技
術
者
た
ち
の

た
め
の

大
小
宿
舎
・

集
会
所
・

教
会
堂
な
ど
の

洋
風
建
物
が
散

在
す
る
ほ
か
、

奉
行
以
下
の

幕
吏
の

役
宅
宿
舎
、

八
百
坪
余
の

製
鋼
所
な
ど
大
小
四
十
棟
の

作
業
場
な
ど
、

従
来
の

村
落
や
市
街
地
と
は
全
く
趣
が

ち
が
っ

た
建
物
群
が
出
現
し
て
い

た
の
で

あ
る
。

さ
ら
に

ま
た
、

小
型
船
の

横
須
賀
丸
（
長
さ
二

十
五
㍍
排
水
量
八
六
・

二
ト
ン
、

三
十
五
馬
力

）
が
竣

工
し
て
い

た
。

こ

の

両
製
鉄
所
管
理
は
新
政
府
の

横
浜
接
収
に

伴
っ

て
、

一

時
神
奈
川
裁
判
所
に

預
け
た
の

で

あ
っ

た
か
ら
、

翌
二
年
十
一

月
、

大
蔵
省
に

移
さ

れ
、

ま
た
燈
台
、

電
信
関
係
も
一

時
管
轄
し
た
が
、

こ

れ
も
翌
三
年
十
月
民
部
省
へ

移
し
た
。

こ
の

よ
う
に

し
て

旧
幕
府
諸
施
設
が
そ
れ
ぞ
れ
政
府

機
関
に

接
収
さ
れ
て
い

っ

た
（『
神
奈
川
県
史
料
』
第
一

巻
）。

浦
賀
奉
行
土
方

勝
敏
の
退
去

横
須
賀
製
鉄
所
の

引
渡
し
が
完
了
し
た
後
、

浦
賀
奉
行
の

行
政
引
渡
し
が
閠
四
月
十
一

日
に
お
こ

な
わ
れ
た
。

こ

れ
は
東
久
世

総
督
が
初
め
て

製
鉄
所
を
訪
れ
て
か
ら
十
日
後
に

当
た
る
。

こ

れ
よ
り
先
、

同
月
三
日
、

神
奈
川
裁
判
所
に

出
頭
し
て

引
渡
し
の

手
順
を
打
ち
合
わ
せ
た
浦
賀
奉
行
土
方
勝
敏
は
、

五
日
浦
賀
に

も
ど
り
、

即
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日
浦
賀
表
引
渡
し
の

方
針
を
下
知
、

「
御
暇
願
い

」
の

者
勝
手
次
第
に
つ

き
、

氏
名
列
記
の

上
提
出
す
る
よ
う
与
力
・

同
心
た
ち
へ

下
達
し
、

ま
た
、

神
奈
川
裁
判
所
の

指
示
に

基
づ
い

て

裁
判
所
「
御
雇
」
要
員
十
人
を
募
る
な
ど
、

引
渡
し
に

備
え
た
。

十
一

日
、

引
渡
し
の

当
日
朝
五
つ

時
、

旅
宿

感
応
院
を
出
た
「
肥
前
様
御
役
人
方
」、

す
な
わ
ち
横
浜
か
ら
出
張
し
て

き
て
い

た
成
富
弥
六
兵
衛
一

行
は
、

奉
行
役
所
に

赴
い

て

事
務
の

引
渡
し

を
う
け
、

つ

い

で

台
場
、

武
器
蔵
、

火
薬
蔵
、

番
所
、

牢
屋
を
巡
検
し
た
。

諸
務
引
渡
し
を
終
え
た
土
方
は
常
徳
寺
へ

引
き
揚
げ
、

こ

こ

に

浦
賀
奉

行
支
配
下
の

行
政
は
、

神
奈
川
裁
判
所
の

管
理
下
に

入
っ

た
の
で

あ
る
。

十
三
日
に

は
、

勝
義
邦
と
榎
本
武
揚
の

は
か
ら
い

で

軍
艦
回
天
が
浦
賀
港
に

到
着
し
、

荷
物
を
積
み
入
れ
た
後
、

土
方
以
下
与
力
・

同
心
等
一

同

が
乗
艦
、

五
つ

半
ご
ろ
出
港
し
た
。

こ

の

ほ
か
別
に

船
を
仕
立
て

て

退
去
し
た
旧
役
人
た
ち
も
あ
っ

た
（
高
橋
恭
一

『
浦
賀
奉
行
史
』
所
載
「
御
用
日
記
」）。

二
　
神
奈
川
県
の

設
置

府
か
ら
県
へ

明
治
元
年
九
月
二
十
一

日
、

行
政
官
か
ら
神
奈
川
府
に

対
し
て

「
今
般
其
府
ヲ

県
ト
被
改
候
旨
被
仰
出
候
事
」
と
達
せ
ら
れ
て
、

神
奈
川
県
の

設
置
と
な
っ

た
。

こ

れ
は
右
の

達
の

文
面
の

よ
う
に

神
奈
川
府
の

改
称
で

あ
る
が
、

本
県
史
の

起
点
と
す
る
神
奈
川

県
は
、

こ

の

と
き
を
も
っ

て

設
置
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
。

府
か
ら
県
と
な
っ

た
こ

と
は
、

形
の

う
え
で

は
格
下
げ
で

あ
る
が
、

政
府
は
府
を
東
京
・

京
都
・

大
坂
の

三
府
に

限
定
し
、

そ
の

他
の

府
は
順
次

県
と
改
め
て
い

る
の

で
、

格
下
げ
と
い

っ

て

も
と
く
に

神
奈
川
県
の

場
合
だ
け
で

は
な
い

の
で

あ
る
。

府
藩
県
三
治
制
は
、

こ

の

数
多
く
あ
っ

た
府

の

整
理
に

よ
っ

て

形
態
を
整
え
た
の

で

あ
っ

た
か
ら
、

三
府
以
外
を
県
と
し
た
こ

と
で
こ

の

三
治
制
が
固
定
し
た
も
の

と
い

っ

て

よ
い
。

神
奈
川
府

を
神
奈
川
県
と
し
た
こ

と
は
、

そ
う
い

う
点
か
ら
意
味
が
あ
り
、

近
代
の

神
奈
川
県
が
、

こ

の

改
称
に

よ
っ

て

発
足
を
と
げ
た
も
の

と
い

え
る
の
で
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あ
る
。

神
奈
川
県
へ

の

改
称
に

先
だ
っ

て
、

東
久
世
は
外
国
官
副
知

事
に

転
じ
、

神
奈
川
府
知
事
の

方
は
兼
任
に

な
っ

て
い

た
が
、

「
県
」
に

改
称
と
と

も
に

判
府
事
で

あ
っ

た
寺
島
宗
則
が
神
奈

川
県
の

「
知
県
事
」
に

就
任
し
た
。

寺
島
宗
則
は
薩
摩
藩
士
、

も
と
は
松
木
弘
安
と
い

い
、

蘭
学

者
で

幕
府
の

洋
書
調
所
の

教
官
を
勤
め
た
。

慶
応
元
年
、

薩
摩

藩
の

遣
英
特
使
一

行
に

参
加
し
て

渡
英
し
、

英
国
外
相
ク
ラ
レ

ン

ド
ン

と
日
本
の

外
交
、

内
政
問
題
に
つ

い

て

折
衝
し
た
外
交
通
で

あ
る
。

明
治
と

な
る
と
、

寺
島
陶
蔵
と
改
姓
、

つ

い

で

宗
則
と
な
っ

た
。

元
年
正
月
、

参
与
外
国
事
務
掛
、

外
国
事
務
局
判
事
と
な
っ

た
。

明
治
の

外
交
官
僚
の

草

わ
け
の
一

人
で

あ
る
。

「
裁
判
所
」
か
ら
「
府
」
に

変
わ
り
、

さ
ら
に

「
県
」
と
な
っ

た
が
、

当
時
は
な
お

外
国
事
務
取
扱
い

の

政
府
出
先
機
関
と
い

う
性
格
は
依
然
と

し
て

強
か
っ

た
。

寺
島
は
後
年
当
時
を
回
顧
し
て
つ

ぎ
の

よ
う
に

語
っ

て
い

る
。

「
宗
則
等
横
浜
に

来
る
の

後
は
、

公
使
領
事
の

談
判
に

之
を
負
担
せ

り
。

蓋
し
、

此
時
未
だ
（
横
浜
で

は

）
外
交
専
任
官
と
地
方
官
と
の

差
別
な
く
、

余
の

外
は
且

外
交
に

関
せ
し
も
の

な
き
を
以
て
、

公
使
領
事
共
に

余
之
と

応
接
せ

り
。

」（
雑
誌
『
伝
記
』
三
の

五
、

「
寺
島
宗
則
自
叙
伝
」
㈡

）

し
か
し
、

こ

の

よ
う
な
傾
向
は
、

横
浜
に

限
ら
ず
各
開
港
場
所
在
の

地
方
長
官
は
み
な
同
様
で

あ
っ

て
、

し
た
が
っ

て

ま
た
、

外
国
官
の

支
配
を

う
け
る
面
が
多
分
に

あ
っ

た
。

こ

れ
よ
り
先
、

六
月
十
四
日
、

大
坂
・

長
崎
・

箱
館
・

神
奈
川
の

各
府
県
に

対
し
て

「
以
来
開
港
地
府
県
之
儀
都
テ

外
国
之
事
務
ニ

関
係
致
候
様
可
心
得
旨
御
沙
汰
候
事
」
と
い

う
達
が
出
さ
れ
、

開
港
場
所
在
地
方
官
の

外
交
機
関
と
し
て
の

役
割
を
明
文
化
し
、

つ

神奈川県裁判所印影
東京都公文書館蔵『五管府県印

影』から
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づ
い

て

八
月
、

外
国
官
は
、

神
奈
川
・

長
崎
・

大
坂
・

箱
館
・

新
潟
・

兵
庫
の

六
府
県
へ

外
国
官
の

官
員
を
派
遣
し
、

そ
の

外
国
官
派
遣
官
員
は
、

県
の

長
官
で

あ
る
「
知
県
事
」
ま
た
は
「
府
」
に

あ
っ

て

は
長
官
の

次
に

位
す
る
「
判
府
事
」
を
兼
務
す
る
と
い

う
提
案
を
太
政
官
に
お
こ

な
っ

て

い

る
。

こ

の

外
国
官
の

官
員
派
遣
構
想
に
よ
る
と
、

神
奈
川
県
の

場
合
は
次
の

よ
う
に

な
っ

て
い

る
。

一

神
奈
川
県

外
国
官
判
事

　
内
一

人
知
県
事
兼
勤

同
　
権
判
事

同
　
判
事
試
補

　
此
内
ニ

テ
判
県
事
兼
勤

右
の

案
に

よ
れ
ば
、

つ

ま
り
は
知
事
に

は
外
国
官
判
事
が
就
任
す
る
こ

と
に

な
る
。

し
か
し
、

こ

の

外
国
官
の

「
伺
」
に

対
す
る
政
府
の

指
令
は
、

そ
の

後
容
易
に

出
さ
れ
な
か
っ

た
も
の

と
見
え
、

翌
二

年
一

月
、

外
国
官
は
回
答

を
督
促
し
て
い

る
が
、

結
局
は
政
府
の

指
令
は
出
さ
れ
な
か
っ

た
よ
う
で
、

外
国
官
が
考
え
た
構
想
は
実
現
し
な
か
っ

た
。

最
初
の
神
奈

川
県
職
制

同
年
十
一

月
、

県
は
「
神
奈
川
県
職
制
」
を
起
草
し
、

政
府
の

認
可
を
求
め
た
。

こ

の

「
職
制
」
は
『
神
奈
川
県
史
料
』
第
一

巻

（
刊
本
）
に

収
め
ら
れ
て
い

て
、

県
が
独
自
に

創
設
し
た
も
の

と
し
て

知
ら
れ
て
い

る
も
の
で

あ
る
が
、

県
の

長
官
で

あ
る
「
知

県
事
」
を
次
の

よ
う
に

規
定
し
て
い

る
。

判
官
事

知
県
事

兼
務

外
国
条
約
ヲ

施
行
シ
、

万
国
交
際
ノ

意
ヲ

厚
ク
シ
、

部
内
人
民
ノ

訴
訟
ヲ

裁
断
シ

租
税
ヲ

収
メ

賦
役
ヲ

督
シ

賞
刑
ヲ

知
リ
県
兵
ヲ

監
ス

ル

等
ヲ

総
判
ス

ル

ヲ

掌
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ル

」

こ

こ

に

知
県
事
を
兼
務
す
る
「
判
官
事
」
と
は
、

会
計
・

軍
務
・

刑
法
な
ど
の

諸
官
の

判
官
事
を
言
う
の

で

は
な
く
、

外
国
官
の

判
官
事
を
指
す

も
の

と
解
さ
れ
る
が
、

と
す
れ
ば
こ

の

規
定
は
さ
き
の

外
国
官
の

「
伺
」
の

構
想
が
採
り
入
れ
ら
れ
生
か
さ
れ
て
い

る
と
言
っ

て

よ
い

で

あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ

の

符
合
の

事
実
は
、

神
奈
川
府
の

知
事
で

あ
っ

た
東
久
世
も
寺
島
・

井
関
の
二
人
も
と
も
に

外
国
官
系
の

人
で

あ
っ

た
ば
か
り
で

な
く
、

知
県
事
と
な
っ

た
寺
島
は
十
月
に

は
外
国
官
判
事
兼
任
と
な
っ

て
い

る
と
い

う
現
実
で

も
あ
っ

た
か
ら
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
異
と
す
る
に

足
り
な
い

と
も
い

え
る
。

「
職
制
」
は
ま
た
、

こ

れ
ま
で

使
用
し
て

き
た
旧
神
奈
川
奉
行
時
代
の

職
名
を
一

掃
し
て
つ

ぎ
の

よ
う
な
新
職
名
に

改
め
た
。

元
御
用
掛

弁

務

元
組
頭弁

務
輔

巡

察

元
組
頭
格

弁
務
試
補

元
御
用
掛
筋

巡
察
補

軍

監

元
調
役庶

務

巡
察
試
補

大
隊
長

元
調
役
並

庶
務
補

小
隊
長

元
調
役
並
格

庶
務
試
補

半

隊

長

元
定
役
元
ノ

属

司

嚮

導

元
定
役属

司
補

伍

長

元
定
役
並

属
司
試
補

元
御
用
掛
附
属

巡
察
趨
事

©神奈川県立公文書館




